
 
 

平成 26 年５月 26 日 

各      位 

東 映 ア ニ メ ー シ ョ ン 株 式 会 社 

代 表 取 締 役 社 長  高 木  勝 裕 

（ＪＡＳＤＡＱ コード番号：４８１６） 

問 い 合 わ せ 先  取 締 役  木 下  浩 之 

電 話 番 号  ０ ３ － ５ ３ １ ８ － ０ ６ ３ ９ 

 

定款一部変更に関するお知らせ 

 

 当社は、平成26年５月26日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成26年６月26日開催予

定の第76期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 

 

記 
 

１． 変更の理由 

（１） 本店の所在地を、実質的な本社機能が存在する東京都中野区に変更するものであります。 

この変更につきましては、平成26年７月31日までに開催される取締役会において決定する本店移転日

をもって効力を生じるものとし、その旨の附則を設けるものであります。 

（２） 経営環境の変化に迅速に対応した経営体制を構築するため、取締役会の招集権者及びその議長を取

締役会長から取締役社長に変更するものであります。 

 

２． 変更の内容 

変更の内容は別紙のとおりであります 

 

３． 日程 

定款変更のための株主総会開催日  平成26年６月26日（予定） 

定款変更の効力発生日   平成26年６月26日（予定） 

（ただし、定款第３条（本店の所在地）の変更は、平成26年７月31日までに開催される取締役会において決定

する本店移転日をもって効力を生じます。） 



別  紙 

（下線は変更部分を示します。）  

現  行  定  款 変    更    案 

第１章  総  則 

（本店の所在地） 

第３条  本会社は本店を東京都練馬区に置く。 

第４条～24条  （条文省略） 

 

第４章  取締役及び取締役会 

（取締役会の招集権者及び議長） 

第25条  取締役会は、法令に別段の定めがある場

合を除き、取締役会長がこれを招集し、議長

となる。 

    ②  取締役会長に欠員または事故があるとき

は、取締役社長が、取締役社長に事故があ

るときは、取締役会においてあらかじめ定め

た順序に従い、他の取締役が取締役会を招

集し、議長となる。 

第26条～第45条  （条文省略） 

 

（新  設） 

 

第１章  総  則 

（本店の所在地） 

第３条  本会社は本店を東京都中野区に置く。 

第４条～24条  （現行どおり） 

 

第４章  取締役及び取締役会 

（取締役会の招集権者及び議長） 

第25条  取締役会は、法令に別段の定めがある場

合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長

となる。 

    ②  取締役社長に事故があるときは、取締役会

においてあらかじめ定めた順序に従い、他の

取締役が取締役会を招集し、議長となる。 

 

 

第26条～第45条  （現行どおり） 

附  則 

     第3条（本店の所在地）の変更は、平成26年７

月31日までに開催される取締役会において決定

する本店移転日をもって効力を生ずるものとす

る。なお、本附則は、当該効力発生日の経過によ

りこれを削除する。 

 

 

以   上 


